
文科省作成「導入の手引」と動画に見える制度導入の問題点①

変形労働制導入では勤務は縮減されません
少人数学級の前進こそ、現場の願いです
●道教委「意向調査」検討の参考資料として、文科省「導入の手引」と動画

９月９日に道教委が通知した「１年単位の変形労働時間制」導入の「意向調査」では、その検
討の参考資料として、文科省が作成した「『休日のまとめ取り』のための１年単位の変形労働時間
制～導入の手引き～」（以下「手引」）と、ユーチューブ公開動画「休日の『まとめ取り』のため
の１年単位の変形労働時間制について」（以下「動画」）を参照するよう、示されています。

●「働き方改革の必要性」～長時間労働は教師の「使命感」の問題だとされている

「手引」２ページには「学校における働き方改革の必要
性」と「１年単位の変形労働時間制導入の意義」が示され
ています。
「学校における働き方改革の必要性」には、長時間労働

を生み出す要因を「‘子供のためであればどんな長時間勤
務も良しとする’という働き方」「教師という職の崇高な

使命感」の問題としています。しかし、教職員の異常な長
時間労働の原因は、文科省が教職員を増員せずに授業時数
を大幅に増やすなど、教職員の業務を増やし続けてきたこ
とにあります。時間外勤務が少なかった時代の教職員は「使
命感」がなかったということなのでしょうか。

●制度導入が「日々の教師の業務や勤務時間を縮

減するものではありません」

「１年単位の変形労働時間制導入の意義」には、制度
導入が「日々の教師の業務や勤務時間を縮減するもので
はありません」と記されています。これは、昨年末の国
会で何度も確認されてきたことです。
その上で、「学校における働き方改革には特効薬はな

く」、そのために「１年単位の変形労働時間制」導入が「働
き方改革を総合的に進める一つの選択肢」となるのだと

「手引」２ページより

「動画」より（5’02”～）

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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しています。
しかし、「業務や勤務時間を縮減するものではない」制度導入で、長時間過密労働が解消される

はずがありません。教職員を増員せずに業務を増やし続けてきたことの反省に立てば、教職員を
大幅に増員して１人あたりの業務量を削減するという考えに行き着くはずです。

●「休日のまとめ取り」は「５日間程度の休日を確保することが限度」

「手引」では、「業務や勤務時間を縮減するも
のではない」としながらも、「長期休業期間等に
おいて休日を集中して確保」することで「教師
のリフレッシュの時間等を確保」などの効果が
あると説明しています。
しかし、「手引」の12ページ「導入のイメージ」

では、「教員勤務実態調査（平成28年度）等にお
ける学校の運営状況を踏まえれば⋯５日間程度
の休日を確保することが限度」とされています。
それほどまでに現場の状況は逼迫していると

いうことであり、僅か５日間の休日のために、最大40日間もの長時間労働が固定化されるという
ことは、あまりにも割に合いません。

●少人数学級実現はみんなの願い～公立校教員の96.6％が「賛成」

教育新聞が8月13日に報じた記事に
よると、少人数学級について教育新聞
が実施した意識調査で、回答した公立
学校教員の96.6％が、少人数学級の実
現を求めているという結果が出たとい
うことです。様々な世論調査はありま
すが、これほどまでに圧倒的な数字は
なかなか見られません。
少人数学級実現は、学校現場の願いです。道教組は、20人以下の少人数学級実現と、それを可

能とするための10万人の教職員増を求めて、とりくみを進めてきました。長時間過密労働を解消
するためには、少人数学級を大きく前進させるとともに、教職員を大幅に増員し１人あたりの業
務量を削減するなどの抜本的改善策が必要です。

●道教委の「意向調査」に対し、全教職員でしっかり議論し、声をあげよう！

「１年単位の変形労働時間制」の導入は、私たちの勤務のあり方を大きく変える、大問題です。
制度導入への道教委「意向調査」は、9月24日(木)が締め切りです。市町村教委教育長あての通

知には、「所管の学校の意見も伺いながら」とされています。各職場で「１年単位の変形労働時間
制」の問題点を把握し、全教職員による議論をしっかりと行って、学校の意見を伝えることが大
切です。
全教が作成した学習討議資料や、道教組のニュースなどを活用し、「１年単位の変形労働時間制」

について職場での学習・対話を広げ、議論し、導入反対の声を道教委へ届けましょう。

「手引」1２ページより

教職員とその家族を守る

全教自動車保険
有限会社 川上企画

(道教組指定代理店)
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①無事故割引を引き継げます

②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心

⑤申し込んだその日から安心

５つの

特徴


